
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関

する法律の一部改正に伴い、所要の整備を

行うものであり、妥当なものと認めた。

組織改正に伴い、市長の事務部局及び水道

局の職員の定数を変更するものであり、妥

当なものと認めた。

人事院規則の一部改正の趣旨を踏まえ、職

員の育児休業制度の充実を図るため、所要

の整備を行うものであり、妥当なものと認

めた。

一般職の国家公務員の給与改定を踏まえて、

職員の期末手当の支給率を引き下げるとと

もに、管理職員特別勤務手当の額の引上げ

等を行うものあり、妥当なものと認めた。

職員の給与改定を踏まえて、市長等の期末

手当の支給率を引き下げるものであり、妥

当なものと認めた。

組織改正及び特殊勤務手当の一部廃止等に

伴い、所要の整備を行うものであり、妥当

なものと認めた。

記

原 案 可 決

議 案
第 ２ １ 号

宇部市消防団員等公務災害
補償条例中一部改正の件

宇部市職員定数条例中一部
改正の件

原 案 可 決

宇部市職員の育児休業等に
関する条例中一部改正の件

議 案
第 ２ ３ 号

原 案 可 決

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務財政委員長  芥　川　貴久爾

議 案
第 ２ ２ 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和４年(2022年)３月２８日

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

議 案
第 ２ ７ 号

宇部市職員特殊勤務手当支
給条例中一部改正の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ４ 号

宇部市職員の給与に関する
条例中一部改正の件

原 案 可 決

議 案
第 ２ ５ 号

宇部市長等の給与に関する
条例中一部改正の件

原 案 可 決



事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

非常勤職員の報酬の額の見直しを行うとと

もに、新たに小中学校適正規模・適正配置

審議会の委員の報酬を定めるものであり、

妥当なものと認めた。

第五次宇部市総合計画基本構想に基づき、

令和４年度から令和８年度までを計画期間

とする前期実行計画を策定することについ

て、宇部市議会の議決すべき事件を定める

条例の規定により、市議会の議決を求める

ものであり、妥当なものと認めた。

議 案
第 ２ ８ 号

宇部市非常勤職員の報酬及
び費用弁償条例中一部改正
の件

原 案 可 決

議 案
第 ３ ４ 号

第五次宇部市総合計画前期
実行計画の策定について

原 案 可 決


